
わたしの

エンディングノート



エンディングノートとは、
自分自身に何かあったときに備えて、
ご家族が様々な判断や手続きを進める
際に必要な情報を残すためのノートで
す。
また、生活の備忘録として、そして、
これまでの人生を振り返り、これから
の人生を考えるきっかけ作りにするも
のです。

書けるところから書いておき、
何度でも書き直したり書き加えたりして、日付
と署名をしておきましょう。
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今のわたしに関する情報を記録します。
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〈１ プロフィール〉
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フ リ ガ ナ

名 前 ：

生年月日： 血 液 型 ：

住 所 ： 〒 -

本 籍 ：

電話番号 自宅：

携帯：

メールアドレス：

パスワード：

趣味・特技：

その他（好きなもの、好きな色など）



〈２ わたしの思い出〉

小 学 校 ： 小 学 校 卒業

中 学 校 ： 中 学 校 卒業

高等学校： 高等学校 卒業

そ の 他

〈３ わたしのお気に入り〉

好 き な 言 葉

好 き な 食 べ 物

好 き な 曲

好 き な 本

２

第
一
部

わ
た
し
の
こ
と



現在の身体ついて

身長： 体重： 血液型：

アレルギー：

保険証情報（健康・介護）

健康保険証
番号： 記号：

保険者番号： 分担割合：

介護保険証
番号： 分担割合：

被保険者番号：

後期高齢者医療被保険者証
被保険者番号：

保険者番号：

かかりつけの病院について

病院名： 担当医：
連絡先：

病院名： 担当医：
連絡先：

３
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〈４ これからのわたし〉

●わたしの介護について誰かが決めなくてはならない場合は

さん（連絡先）

の意見を尊重してください。

●介護の場所などの希望
□自宅でお願いしたい（□家族に □ヘルパーに □両方に）
□自宅で、ヘルパーなどのプロにお願いしながら、家族と暮らしたい
□病院や施設に入りたい □すべて家族に判断を任せます
□その他（ ）

●介護について「してほしいこと」「してほしくないこと」、介
護してくれる人に伝えたいこと

介護が必要になった場合

病気になったとき、入院したとき

●病名・余命の告知について
□ありのまま告知してほしい
□告知しないでほしい □家族（ ）の判断に任せます
□その他（ ）

●延命治療・終末医療（痛みや苦痛の緩和）と尊厳死について
□できるだけ延命治療をしてほしい
□苦痛の緩和治療だけして延命治療はしないでほしい
□家族（ ）の判断に任せます
□尊厳死を希望する（書面がある場合、保管場所など： ）

●その他伝えておきたいこと

４
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〈５ もしものときは〉

連絡係
チェック欄

✔

氏 名 住 所 電 話 番 号
あなた
との関係

連絡してほしい先

５
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〈６ わたしからのメッセージ〉

 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      



７

わたしのお葬式

●冠婚葬祭互助会・葬儀社の会員に

□なっています □なっていません

会社名（ ） 連絡先（ ）

会員証の保管場所（ ）

●葬儀を依頼する会社を

□決めています □決めていません

会社名（ ） 連絡先（ ）

●葬儀の規模について希望はありますか？

□盛大に □標準的に □近親者のみ □儀式は不要

●どんな宗教でお葬式を行いますか？

□仏式（宗派 ）□神式 □キリスト教 □無宗教 □その他

寺院・神社・教会名（ ）連絡先（ ）

●通夜・葬儀はどこで行いますか？

□自宅 □斎場 □寺院 □教会 □その他（ ）

●あなたが亡くなったら、喪主は誰になりますか？

氏 名（ ）
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８

●遺影写真は準備していますか？

□準備している（保管場所： ）

□これから準備する □家族に任せます

●着せてほしい服はありますか？

□ある（保管場所： ） □特になし

●戒名／法名はどうしますか？（仏式の場合）

□すでにあります（生前戒名： ）

□院号を希望 □院号はいらない

●参列者へのおもてなしの希望はありますか？

●他に希望はありますか？
（好きな花、流してほしい音楽など）
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９

わたしの供養

●埋葬する場所

□先祖代々の墓へ納骨してほしい（霊園・寺院名： ）

□新しい墓を建立し、納骨してほしい

→お墓を建立する場所は

□希望の場所（ ）

□家族に任せます

□納骨堂に納骨してほしい（希望の場所： ）

□永代供養にしてほしい（希望の場所： ）

□散骨してほしい（希望の場所： ）

□家族に任せます

●お仏壇について

□家の仏壇に祀ってほしい

□新しく仏壇を購入して祀ってほしい

→購入する仏壇の希望：□宗派に沿った伝統的な仏壇

□リビングにも合う現代仏壇

□家族に任せます

●葬儀の追悼儀礼は 仏教では、忌明け、百カ日、初盆、一周忌などがあります。

□宗教の慣習にのっとり、決められたとおりに行ってほしい

□家族の判断で行ってほしい

□一切行わなくて良い

□家族に任せます

第
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10

●初盆について

□精霊船を出してほしい

（希望の精霊船の形体： ）

□町内のもやい船にお願いしてもらいたい

□法倫供養船にお願いしてもらいたい

□家族に任せます

□精霊船は出さなくてよい

●法要について

□家族と親族だけに案内してほしい

□特に希望はありません

□家族に任せます

□不要です

●その他の希望

第
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第
二
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家 紋
家系図

思い出せる範囲で書いてみましょう！

相続については２１ページをご覧ください。
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〈１ 財産〉

金融機関名・支店名 種類 口座番号 備考

●預貯金
※キャッシュカードの暗証番号を家族の誰かに伝えておきましょう

●その他の金融資産

取扱資産 種類 内容等 備考

第
二
部

大
切
な
こ
と



13

項目 金融機関・支店 口座番号 引落日 備考

電気料金

ガス料金

水道料金

電話料金

携帯電話料金

ＮＨＫ受信料

●口座引き落とし

●クレジットカード

会社名 番号 連絡先

第
二
部

大
切
な
こ
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借入先 連絡先

借入日 借入金額と借入残高

返済期限 借入目的

契約書の保管場所 備考

●主な借入金・ローン（住宅、教育、自動車など）

記入日： 年 月 日

借入先 連絡先

借入日 借入金額と借入残高

返済期限 借入目的

契約書の保管場所 備考

借入先 連絡先

借入日 借入金額と借入残高

返済期限 借入目的

契約書の保管場所 備考

第
二
部

大
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な
こ
と

MEMO



15

貸付先 連絡先

貸付日 貸付金額

返済方法 返済状況など

契約書の保管場所 備考

●貸付金の記録

記入日： 年 月 日

貸付先 連絡先

貸付日 貸付金額

返済方法 返済状況など

契約書の保管場所 備考

第
二
部
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●その他の資産（美術品、貴金属、着物、車など）

財産の種類 保管場所 備 考



①相続に関する希望
（法的な効果を求めるには遺言書が有効です。）

②遺言書を作成していますか

□作成している→③へ

□作成していない

→大切な財産を守るため作成しませんか？

③どこに保管していますか

□自宅

□公証役場（どこの公証役場： ）

□法務局（どこの法務局： ）

□その他（ ）

16

遺言書の作成については２８ページをご覧ください。

●遺言書・相続について

第
二
部

大
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こ
と
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〈２ 保険〉

●生命保険・共済保険

１ ２ ３ ４

保険会社名

保険の種類

契約者

被保険者

証券番号

加入日

死亡保険金

満期年月日

満期保険金額

支払方法

支払満了日

満期受取人

特 約

死亡時受取人

連絡先

証書保管場所

備 考

第
二
部

大
切
な
こ
と
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●自動車保険

１ ２ ３

保険会社名

保険の種類 □自賠責 □任意 □自賠責 □任意 □自賠責 □任意

証券番号

車名

登録番号

保険期間

車体番号

連絡先

証書保管場所

備考

●火災保険、傷害保険など

保険の種類 保険会社名 連絡先 備考

第
二
部

大
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な
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MEMO
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〈３ 不動産〉

●所有不動産

土地
建物
の別

所在地
地番・家屋
番号

名義人

（共有の場
合は持分も
記載）

現在の状況
どう処理
したいか

地番等の調べ方は２５ページをご覧ください。

●貸し借りしている不動産

所在地 地番・家屋番号 契約期間 契約書

貸主・借主の氏名 貸主・借主の住所 連絡先 保管場所

有・無

有・無

有・無

有・無

第
二
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MEMO

①近所の人と申合せ事項がある（隣地境界・越境物等）

（ ）

②建て替えについて制約がある

（ ）

③道路の権利関係が複雑

（ ）

④地下に埋まっているものがある（他人の上下水道・ガス管等）

（ ）

所有している不動産（土地、建物）について、ご家族・相続人等に

伝えておきたいことがあれば記載してください。

●その他、伝えておきたいこと

第
二
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〈４ パスワード〉

●携帯電話・パソコンのログイン情報等

内容： パスワード： 備考：

内容： パスワード： 備考：

内容： パスワード： 備考：

●写真・動画・住所録などの保存データ

内容： ＩＤ： パスワード：

内容： ＩＤ： パスワード：

内容： ＩＤ： パスワード：

●メール、ＳＮＳ等の情報（各アカウント、ＩＤ、パスワード）

内容： ＩＤ： パスワード：

内容： ＩＤ： パスワード：

内容： ＩＤ： パスワード：

内容： ＩＤ： パスワード：

内容： ＩＤ： パスワード：

●オンライン口座（銀行、株式、ＦＸ、仮想通貨等）

有料サービス（音楽、動画配信、電子書籍等）の契約状況

内容： ＩＤ： パスワード：

内容： ＩＤ： パスワード：

内容： ＩＤ： パスワード：

内容： ＩＤ： パスワード：

内容： ＩＤ： パスワード：

◆他人に見られると不正アクセスの可能性もありますので、管理には十分注意
してください。

第
二
部
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第１順位
子供がいる場合

配偶者 子ども

第２順位
子供がなく、
親がいる場合

配偶者 親

第３順位
子供と親が共にな
く、兄弟姉妹がい
る場合

配偶者 兄弟姉妹

相続順位 法定相続人と法定相続分

１／３

１／２
※人数で分割

２／３

１／２

※人数で分割

１／４
※人数で分割

３／４

いったい誰が相続人？ ～相続人と法定相続分～いったい誰が相続人？ ～相続人と法定相続分～

・配偶者は常に相続人となります。

・配偶者がいない場合は、上記の相続順位に従って相続します。

・相続人となる子や兄弟姉妹が既に死亡している場合には、
その子（被相続人にとっての孫やおい・めい）が相続人と
なります（「代襲相続」）。

23

〈１ 相続について〉
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遺留分？ ～遺言書に対する法定相続人の留保分

24

【遺留分とは・・・】

亡くなった方（被相続人）が遺言書を残していた場合、そ
の内容にかかわらず、相続人が一定の割合の財産を取り戻す
ことができる権利のことです。

例えば「友人○○に『全ての財産』を遺贈する」との遺言書
があった場合、遺産をもらえなかった相続人は、その遺産総
額の一定の割合の金銭を、遺産をもらったその友人○○に請
求することができるのです。

請求するかしないかは各相続人の自由であり、故人の意思を
尊重して、請求しない人もたくさんいますが、争いの元にな
りかねないため。遺言書を書くときには、この遺留分に配慮
して考えることをお勧めします。

不動産登記促進イメージキャラクター
「トウキツネ」

遺言書ほかんガルー

第
三
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土地や建物を所有していた方が亡くなられて相続が発生した場合、「相続による

所有権の移転の登記」を法務局に申請することになります。

申請をせずに放っておくと新たな相続が発生し、相続登記の手続きがますます難

しくなってしまいます。

相続登記は「義務」です！！相続登記は「義務」です！！

相続登記をしないと・・・相続登記をしないと・・・

・相続人がどんどん増えて、話合いがうまく進まない。

・書類収集の手間が増え、費用が高くなる。

・相続人の中に面識がない人が現れ、協議に時間がかかる。

・相続人の中に認知症になるなど判断能力が低下した人がいると、家庭裁判所に

成年後見人の選任申立てが、所在不明の人がいると、不在者財産管理人の選任

申立てが必要になるケースが生じる。

〈２ 相続登記 ～相続登記はしないといけないの？～〉

時間がたつほど、相続人が増えて手続が難しく困難に
なります！

面識がない人、連
絡の取れない人が
現れ話合いができ
ない。
どうしよう・・・

不動産の名義人

認知症

面識なし 海外在住 行方不明？

25

（注）令和６年４月１日から相続登記が義務化されました。
相続人は、不動産（土地・建物）を相続で取得したことを
知った日から３年以内に相続登記をすることが法律上の
義務になります。
詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。
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注意



相続登記に必要な書類は？相続登記に必要な書類は？

！相続登記を怠っていると過料が科されることがあります

一定期間内に登記をしなければ１０万円以下の過料が科されることがあります。

※細かなルールがありますので、詳細はお近くの法務局へお尋ねください。

必要書類 取得先

被相続人
（亡くなった方）の

出生から亡くなるまでの戸除籍謄本

※  ｢法定相続情報証明｣を提出すれば，
戸除籍謄本は不要（2６～２７ペー

ジ参照）

被相続人の本籍地の
役場

（広域交付ができる
範囲は、QRコード
からご確認くださ
い。）

住民票の除票の写し
被相続人の最後の住
所地の市区町村役場

相続人全員の

現在の戸籍謄抄本
(戸籍記録事項証明書)

各相続人の本籍地の
市区町村役場

住民票の写し
(本籍地の記載のあるもの)

各相続人の住所地の
市区町村役場

遺産分割した場合
(相続人全員で話合い

をする場合)

相続人の印鑑証明書
各相続人の住所地の
市区町村役場

遺産分割協議書 －

遺言書
がある
場合

公正証書
遺言書

公正証書遺言書の正本又は謄本 公証役場

自筆証書
遺言書

（自宅で保管する場合）
自筆証書遺言書及び家庭裁判所の検
認証明書

家庭裁判所

（法務局に預ける場合）
遺言書情報証明書
※｢自筆証書遺言書保管制度｣を利用
した場合（２９～３０ページ参照）

法務局

26

最寄りの市区町村の窓口で、
写真付きの身分証明書を提示して
行う広域交付はQRコードから
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注意

不動産の取引ができない 空き家問題に！！



目的 必要な書類 請求先・問合せ先

土地・建物の名義人を
知りたい ・登記事項証明書

・公図、地積測量図

※地番・家屋番号については、

登記識別情報通知書又は登記

済証（権利証）でご確認くだ

さい。

お近くの法務局
地番・家屋番号・面積
を知りたい

面積を知りたい

自分が所有している土
地建物を全て知りたい

固定資産税の納税通知書
市区町村の固定資
産税担当課

固定資産課税台帳、名寄
帳

市区町村の固定資
産税担当課

お亡くなりの方がどのような財産を所有しているかを調べてみま

しょう。

不動産（土地・建物）については、法務局が発行する登記事項証明

書（登記簿謄本）や市区町村から通知される固定資産税の納税通知書

を確認し、複数人で所有（共有）している場合は、自分の持分（所有

割合）や誰と共有しているのかについても把握しておきましょう。

また、土地や建物を貸している場合や借りている場合は、契約書の

有無、登記の有無等についても確認しましょう。

どのような財産を所有していたか不明のときはどのような財産を所有していたか不明のときは

資料の確認（一例）資料の確認（一例）
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相続登記に必要となる書類の詳細は法務局ＨＰ
のＱＲコードから



法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局（登記所）に法定相続人

の一覧図とともに戸除籍謄本等の必要書類を提出し、登記官が内容を確

認した上で、法定相続人が誰であるのかを一覧にして証明する制度です。

〈３ 法定相続情報証明制度〉
～各種相続手続に利用できます！～

法定相続情報証明制度とは？法定相続情報証明制度とは？
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制度の利用で相続手続が簡単に！！制度の利用で相続手続が簡単に！！

法定相続情報一覧図の写しは、必要な通数の交付を受けることができるため、戸除

籍謄本等を繰り返し提出することなく、複数の提出先に同時並行で手続きできます。

法定相続情報一覧図の写し

（無料で必要な通数交付）

相続人

制度を利用した場合

提出

提出

提出

銀行

税務署

法務局

戸籍書類一式

各種相続手続きのイメージ

制度を利用しない場合

銀行

税務署

法務局

提出

返却

相続人

制度の利用範囲
について

・預貯金の払戻し

・相続税の申告

・相続登記

・各種名義変更

・遺族年金、未支
給年金、死亡一時
金等の請求 など

手数料無料！
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１度の手続で
とってもスムーズ
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無料で利用できます！ 法定相続情報証明制度無料で利用できます！ 法定相続情報証明制度

相続人が法務局に、以下の必要書類を申出書に添付して申出します。

登記官が内容を確認後、法定相続情報一覧図（法定相続人が誰であるのかを一覧

にしたもの）に認証文を付した写しを無料で必要通数交付します。

法定相続情報一覧図の保管期間中（５年間）は、再交付を受けることができます。

法定相続情報一覧図（記載例）

必要書類 取得先

被相続人
の

出生から亡くなる
までの戸除籍謄本
（戸除籍記録事項
証明書）

被相続人の本籍地
の市区町村役場
（広域交付ができ
る範囲はQRコー
ドからご確認くだ
さい。）

住民票の除票の写
し

被相続人の最後
の住所地の市区
町村役場

相続人
全員の

現在の戸籍謄抄本
（戸籍記録事項証
明書）

各相続人の本籍
地の市区町村役
場

申出人の
氏名・住所を確認
することができる
公的書類

－

法定相続情報一覧
図（右図）

－

※別途必要書類がある場合があります。

相続人 法務局

申出 確認 交付

登記官

最寄りの市区町村の窓口で、
写真付きの身分証明書を提示して行う広域交付はQRコードから
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遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の３つの形式がありま

す。このうち、自筆証書遺言と公正証書遺言について、その違いを表に示しました。

どちらにする？ ～自筆証書遺言と公正証書遺言～どちらにする？ ～自筆証書遺言と公正証書遺言～

遺言書とは、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを指定し、その指定に法的

効力を持たせるものです。法律にのっとって作成された遺言書の記載は、法定相続

分のルールに優先します。そのため遺言書は、ご自身の財産をご家族へ確実に託し、

相続をめぐる紛争を防止するための有用な手段です。

遺言書 ～きちんと伝えたい、大切な人へのメッセージ～遺言書 ～きちんと伝えたい、大切な人へのメッセージ～

自筆証書遺言 公正証書遺言

作成方法
遺言者本人が全文・日付・氏名
を自書及び捺印する

遺言者が公証人に遺言の趣旨を
口授し、公証人が書面にする

保管方法

遺言者本人の判断により、自宅
で保管又は法務局に預ける

原本は公証役場において厳重に
保管される

家庭裁判所
の検認

必要 不要

メリット
・作成費用がかからない
・遺言者本人のみで作成できる

・無効な遺言書になりにくい
・紛失や改ざんのおそれがない

デメリット

・内容に不備があると無効にな
る可能性がある

・自宅保管の場合、紛失や改ざ
んのおそれがある

・自宅保管の場合、相続人に発
見されないことがある

・初期費用がかかる
・証人が必要

法務局に預けた場合、
検認は不要です

法務局に預けた場合、紛失等
のおそれがなくなります

法務局に預けた場合、関係相
続人等に遺言書保管の事実を
通知することができます遺言書ほかんガルー
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法務局に預けた場合、
・長期間適正に保管します
・プライバシーを確保でき

ます

〈４ 遺言〉
（自筆証書と公正証書、自筆証書遺言書保管制度）
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令和２年７月１０日から、自筆証書遺言書を全国の法務局（本局・支局）で保管

する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

法務局に預けて安心！自筆証書遺言書保管制度とは！法務局に預けて安心！自筆証書遺言書保管制度とは！

遺言書の保管の申請 3,900円

遺言書の閲覧の請求
1,400円（モニターでの閲覧）

1,700円（原本での閲覧）

遺言書情報証明書の交付請求 1,400円

遺言書保管事実証明書の交付請求 800円

※1通あたりにかかる手数料

手数料

自筆証書遺言書保管制度の詳細
は法務局HPのＱＲコードから

制度の概要

・家庭裁判所での検認が不要です！

・遺言書が紛失・亡失するおそれがなくなり

ます！

・遺言者の死後、遺言者が指定した相続人等

の最大３名に遺言書が保管されていること

を法務局から通知します。

メリットは？？ 相続開始後は？？

・相続人等は遺言書の証明書の請求や、遺言書

の閲覧等ができます！

・相続人等が遺言書の証明書の交付を受けたり、

閲覧をすると、遺言書を保管していることを

法務局から他の相続人に通知します！
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原本保管 画像データ化

通知

遺言書の証明書

遺言者

相続人

予約・申請

法務局

（遺言書保管所） 他の相続人
死亡後

あなたの最後の意思表示が確実に伝わります！

相続トラブルを防ぎ、相続手続きが円滑に進みます！
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遺言者が遺言書を預ける ～保管申請の流れ～遺言者が遺言書を預ける ～保管申請の流れ～

❶ 自筆証書遺言に
係る遺言書を作成す
る

❷ 保管申請する遺言書保管所を決める

保管申請ができる遺言書保管所

●遺言書の住所地●遺言者の本籍地

●遺言者が所有する不動産の所在地

のいずれかの県内にある遺言書保管所

❹ 保管の申請を予約す
る

予約の方法は３種類

●ホームページ

●電話

●窓口

❸ 申請書を作成する

申請書に必要事項を記入してください

申請書の様式は、法務省HP

(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_000
51.html)

からダウンロードできます。

また法務局（遺言書保管所）窓口にも備え
付けられています

❺ 保管の申請をする

アからオを持参して予約した日時に遺言者本人が、遺言書保管所にお越しくだ
さい

ア 遺言書

イ 申請書

ウ 添付書類（本籍地及び筆頭者の記載がある住民票の写し等）

エ 本人確認書類（官公署から発行された顔写真付きの公的証明書）

マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 旅券 乗員手帳 在留カード

特別永住者証明書

※ 有効期限のある証明書は期限内のもの

オ 手数料 １通につき３，９００円（別途、保管手数料は要りません。）

※ 一度保管した遺言書は、保管の申請を撤回しない限り返却されません。

❻ 保管証を受け取る

手続終了後、保管証をお渡しします。

遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出、遺言書情報証明書の

交付請求等をするときに保管番号があると便利ですので、大切に保管し

てください。
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成年後見制度には、①「法定後見制度」と②「任意後見制度」の２種類があります。

①「法定後見制度」は、判断能力の程度など本人の事情に応じて、家庭裁判所が適切

な成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）を選任し、選任された成年後見人等

については、東京法務局で成年後見の登記（３２～３３ページ参照）がされます。

②「任意後見制度」は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が

不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人（任意後見

人）に自分の生活、療養看護や、財産管理に関する事務について代理権を与える契約

を公正証書で結んでおくものです。

〈５ 成年後見制度〉

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分

な方々について、本人の権利を守る援助者を選任し、本人を法律的に支援する制度

のことです。

① 法定後見制度

既に判断能力が不十分な場合

ご本人の事情に応じて
次の３種類

後見

判断能力が欠けて

いるのが通常の状態

保佐

判断能力が

著しく不十分

補助

判断能力が

不十分

② 任意後見制度

将来、判断能力が不十分に

なったときに備える場合

判断能力があるうちに、

任意後見人を選んでおく

公正証書で契約家庭裁判所に申立て

成年後見制度とは？成年後見制度とは？

法定後見制度とは？ 任意後見制度とは？法定後見制度とは？ 任意後見制度とは？
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任意後見制度

公正証書作成の基本手数料 11,000円

登記嘱託手数料 1,400円

法務局に納付する印紙代 2,600円

(※) このほか、本人らに交付する正本等の証書代や、登記嘱託書郵送用の切手
代、任意後見監督人選任の申立て費用等が必要になります。
なお、公正証書に関するお問合せは、公証役場にお願いします。

(注1) 保佐人や補助人に代理権の付与や同意権に関わる事項を追加する場合、申立て
ごとに別途800円が必要になります。

(注2) 申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。
(注3) 本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行う

場合があります。鑑定料はほとんどの場合、10万円以下となっています。
(注4) 申立てには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要であり、

これらを入手するための費用も別途かかります（必要書類については申立て
をされる家庭裁判所にご確認ください。）。

法定後見制度

申立手数料 800円（注1）

登記手数料 2,600円

その他
連絡用の郵便切手(注2)、鑑定料(注3)、添付書類
(注4)の取得に必要な費用 など

成年後見登記は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを家庭裁判所、

公証役場からの手続（申請嘱託）により、東京法務局後見登録課で登記（登録）す

るものです。

この登記によって、登記事項を証明した登記事項証明書（登記事項の証明書・登

記されていないことの証明書）の交付を受けることができ、この証明書によって、

自分が後見人であるという事実や、反対に、ある人に後見人がついていない事

実などを証明することができます。

成年後見制度の利用に必要な費用は？成年後見制度の利用に必要な費用は？

成年後見登記って？成年後見登記って？
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・申請書（最寄りの法務局または法務省のHPから

お取り寄せください。）

・本人確認書類（免許証・保険証など）

・委任状（委任による代理人からの請求の場合）

・戸籍謄抄本・住民票（親族からの請求の場

合）

・登記事項の証明書
１通につき５５０円

・登記されてないことの証明書
１通につき３００円

家庭裁判所

公証人

東京法務局

法定後見の登記

任意後見の登記

東京法務局以外の法務局
・地方法務局（戸籍課）

法定後見・任意後見
を受けていない方

本人・成年後見人・
任意後見人・本人の
配偶者・四親等内の
親族など（※）の方

登記事項の証明書の交付請求

必要書類

手数料

成年後見制度の詳細は、
法務局HPのＱＲコードから
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請求先
○窓口
・東京法務局民事行政部後見登録課
・全国の法務局・地方法務局戸籍課

○郵送
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課

郵送での請求は東京法務局
のみでの取扱いになります

登記の嘱託

登記されていないことの
証明書の交付請求

の申請

本人・成年後見人・
任意後見人・本人の
配偶者・本人の親族
などの利害関係人な
ど（※）の方

※このほか、保佐人・補助人・

成年後見監督人・保佐監督人・

補助監督人・任意後見受任者・

任意後見監督人など

法定後見（後見・保
佐・補助）の開始の
審判、任意後見監督
人の選任の審判

任意後見契約の公正
証書を作成

登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を取得する
には？
登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を取得する
には？
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不動産
2000万円

預貯金
2000万円

被相続人の財産

今までは・・・

不動産
2000万円

預貯金
2000万円

妻 子
妻 子

令和2年4月から

配偶者居住権
５00万円

預貯金
1500万円

負担付き所有権
1500万円

預貯金
500万円

住む場所はあるけど、生
活費が不足しそうで心配

住む場所もあって、生活
費もあるので、生活が安

心

※配偶者居住権の権利を
第三者に対抗（主張）するためには、登記が必要です！
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〈６ 配偶者居住権〉

配偶者居住権ってどんな制度？配偶者居住権ってどんな制度？

令和２年４月１日の民法改正によって、配偶者居住権が創設されました。

これによって、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住してい

た場合に、遺産分割や遺言書の記載に基づき配偶者居住権を取得すれば、

終身又は一定期間、被相続人所有の建物に無償で居住することができる

ようになりました。
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問合わせ先 所在 電話番号

長崎地方法務局 長崎市万才町8-16 095-826-8127

長崎地方法務局諫早支局 諫早市幸町4-12 0957-22-0475

長崎地方法務局島原支局 島原市城内1-1204 0957-62-2513

長崎地方法務局佐世保支
局

佐世保市木場田町2-19 0956-24-4850

長崎地方法務局平戸支局 平戸市岩の上町1509-7 0950-22-2263

長崎地方法務局壱岐支局 壱岐市郷の浦町本村触624-2 0920-47-0164

長崎地方法務局五島支局 五島市紺屋町１－１ 0959-72-2261

長崎地方法務局対馬支局 対馬市厳原町東里341-42 0９20-52-6463

｢あなたとご家族のためのエンディングノート｣でご紹介した内容について、ご不明

な点がありましたら、以下の連絡先にお問合せいただくか、直接窓口にエンディング

ノートをご持参していただいて、お問合せください。
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●相続登記、自筆証書遺言、成年後見など
第３部の内容に関すること

問合わせ先 所在 電話番号

長崎公証人役場 長崎市万才町7-1 095-821-3744

諫早公証人役場 諫早市高城町5-10 0957-23-4559

佐世保公証人役場 佐世保市松浦町5-13 0956-22-6081

島原公証人役場 島原市田町675-6 0957-62-7822

●公正証書遺言に関すること

第
三
部

相
続
等
に
つ
い
て
知
っ
て
お
き
た
い
こ
と
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